
 

令 和 ６ 年 ８ 月 2 7 日 

～美ら島の未来を拓く～ 

沖 縄 総 合 事 務 局 

～「ちんすこう」（沖縄県）が 
地理的表示（GI）として登録されました～ 

 
 

 

 

 

 

 

１．概 要 

地理的表示（GI）保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因・環境の

中で長年育まれてきた品質、社会的評価等を有する伝統ある農林水産物・食品の名称を、その

地域における知的財産として保護するものです。 

農林水産省は、学識経験者からの意見聴取等を経て、令和６年８月 27 日（火）に、地理的表

示法に基づき、「ちんすこう」を地理的表示（GI）として登録（登録番号第 155 号）しました

ので、お知らせします。  

 

２．登録産品 

○名称：ちんすこう 

○登録生産者団体：沖縄県観光おみやげ品公正取引協議会  

○生産地：沖縄県 

※その他詳細は、別添資料（地理的表示保護制度に基づく登録産品）を参照ください。 

 

３．地理的表示及び GIマークについて 

登録された産品は、地理的表示（GI）を使用することができます。その際、地理的表示と

併せて以下の GIマーク（地理的表示法に基づく登録標章）を使用することができ、地理的表

示産品であることの証となります。また、生産業者の利益の増進と需要者の利益の保護を目

的として、その産品の名称（地理的表示）は知的財産として保護されます。 

 

４．参考 

登録産品一覧（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html 

 

地理的表示及び GI マークの表示について（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html 

 

 

 

  

 

＜問合せ先＞ 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部 食料産業課

   担当者：長濱、平田、下里 

TEL：098-866-1673 FAX：098-860-1179 

 農林水産省は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）に基づき、沖縄

県の「ちんすこう」を地理的表示（GI）として登録しました。 

琉球王朝時代からの伝統菓子をルーツとした本菓子は、沖縄県内の菓子事業者の創意工夫によ

り、沖縄の土産品としての地位を確立し、県内外で高い評価を得ていること等から、地理的表示

産品として国に認められたものです。なお、ちんすこうは菓子類では国内初めての登録であり、

沖縄県内では４つ目の GI 登録産品となります。 

GI マーク 



地理的表示保護制度に基づく登録産品 
［登録番号 第 155号 ちんすこう］ 

 

登録団体：沖縄県観光おみやげ品 
公正取引協議会 

        

 

地域との結び付き 
・琉球王朝時代に首里城内で作られていた琉球独自の伝統菓子をベースにし
て、王朝最後の宮廷料理人の子孫が考案した焼き菓子である。  

・古くから養豚が盛んで、豚を余すところなく食する食文化が根付いていたこ
とから、主原料に、オレイン酸が多く酸化しにくいラードを使用し、このこ
とが「ちんすこう」の味にコクや深みを与えている。 

 
特性 
・「ちんすこう」は、サクサクとした食感と口溶けの良さを併せもち、濃厚で
独特の風味をもつ沖縄の伝統的な焼き菓子である。  

・そのルーツは琉球王朝時代までさかのぼり、現在は沖縄らしい土産品として
人気が高く、全国的な知名度を有している。 

 
生産の方法 

(1) 主原料 
小麦粉等の穀粉、砂糖、ラードを主原料として用いる。 

(2) 製造の方法 
原料を混ぜ、種々の形状に形成して焼成するほか、果肉や果汁等のフレー
バーの使用や、焼成後のフレーバー等によるコーティングや浸漬等を行う
などして製造することもできる。 

(3) 最終製品としての形態 
菓子類（焼き菓子） 

 

生産地：沖縄県 

50km 

白地図素材 Craft MAP（http://www.craftmap.box-i.net/） 
 

http://www.craftmap.box-i.net/

